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令和６年議案第３４号 

 

   江南市公平委員会委員の選任について 

 

 下記の者を江南市公平委員会委員に選任したいから、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第９条の２第２項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

  令和６年５月１３日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

記 

 

住  所   

氏  名  田中 重和 

生年月日   

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、江南市公平委員会委員 田中重和氏が令和６年５月２４日

任期満了するので、後任の者を選任する必要があるからであります。 
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田 中 重 和 履 歴 

 

住  所    

生年月日    

学  歴    

職  歴    
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（参 考） 

江南市公平委員会委員名簿 

（令和６年５月１日現在） 

住   所 氏  名 生 年 月 日 任   期 

 田中  重和  
自令和 2年 5月 25日 

至令和 6年 5月 24日 

 浅野 總一郎  
自令和 4年 5月 25日 

至令和 8年 5月 24日 

 大岩  裕子  
自令和 5年 5月 25日 

至令和 9年 5月 24日 

 

 

   地方公務員法（抜粋） 

 （人事委員会又は公平委員会の設置） 

第７条   （略） 

２   （略） 

３ 人口１５万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置

くものとする。 

４   （略） 

 （人事委員会又は公平委員会の権限） 

第８条   （略） 

２ 公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。 

（１）職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、

及び必要な措置を執ること。 

（２）職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。 

（３）前２号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。 

（４）前３号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務 

３～９   （略） 

 （人事委員会又は公平委員会の委員） 

第９条の２ 人事委員会又は公平委員会は、３人の委員をもつて組織する。 

２ 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解
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があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地

方公共団体の長が選任する。 

３   （略） 

４ 委員の選任については、そのうちの２人が、同一の政党に属する者となることと

なつてはならない。 

５～８   （略） 

９ 委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員（第７条

第４項の規定により公平委員会の事務の処理の委託を受けた地方公共団体の人事委

員会の委員については、他の地方公共団体に公平委員会の事務の処理を委託した地

方公共団体の地方公務員を含む。）の職（執行機関の附属機関の委員その他の構成員

の職を除く。）を兼ねることができない。 

１０ 委員の任期は、４年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

１１ 人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とし、公平委員会の委員は、非常勤とす

る。 

１２   （略） 

 

 

   江南市公平委員会設置条例（抜粋） 

 （設置） 

第１条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第７条第３項の規定に基き、江

南市公平委員会を設置する。 

 （委員） 

第２条 公平委員会の委員は、非常勤とする。 
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令和６年議案第３５号 

市民文化会館大・小ホール舞台音響操作卓売買契約の締結について 

 令和６年４月４日指名競争入札に付した市民文化会館大・小ホール舞台音響操作卓

の購入について、下記のとおり契約を締結するため、江南市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１３号）第３条の規定に

基づき、議会の議決を求める。 

  令和６年５月１３日提出 

江南市長  澤田 和延

記 

１ 契約の目的 市民文化会館大・小ホール舞台音響操作卓の購入 

２ 契約の方法  指名競争入札 

３ 契 約 金 額  金 ５１，７００，０００円 

４ 契約の相手方  清須市春日五反地１８番地 

アプロ通信株式会社 中部支社

支社長 長尾 昭人 

提案理由 

 この案を提出するのは、市民文化会館大・小ホール舞台音響操作卓を購入するため、

必要があるからであります。 
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（参　考）
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令和６年議案第３６号 

 

 

令和６年度江南市一般会計補正予算（第１号） 

                    

 

 令和６年度江南市の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,344,458千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 33,152,471千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。  

 

 

 

 

 

  令和６年５月１３日提出 

 

 

                      江南市長  澤田 和延 
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第２表 地方債補正 

［単位：千円］ 

起債の目的        限度額     起債の方法 利 率 償還の方法 

（仮称）多世代交流プラザ整備事業 160,100 

普通貸借 

又は 

証券発行 

4.0%以内 

（ただし、利

率見直し方

式で借り入れ

る政府資金

及び地方公

共団体金融

機構資金に

ついて、利率

の見直しを行

った後におい

ては、当該利

率見直し後

の利率） 

借入れの日から据置期間

を含めて 30 年以内償還。た

だし、市財政の都合により据

置期間及び償還期限を短縮

し、又は繰上償還もしくは低

利に借換えすることができ

る。 

計 1,017,100 
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1,500
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1社 会 福

区

祉 債 160,100  

　

[地域ふくし課] 

　　

（仮称）多世代交流プ

分

ラザ整備事業債

金　　　額

［単位：千円］　　

2生 活 保 護 費 1,150,055  [ふくし支援課] 
交 付 金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

1基 金 17,803  [財政課] 
繰 入 金 江南市財政調整基金繰

節

入金

説 　　　　　　　　　　　　　　

1

　

1雑 入 16,500  

明

[企画課] 
コミュニティ助成事業助成金 1,500
 [生涯学習課] 
コミュニティ助成事業助成金 15,000
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１ 事業目的

２ 事業内容

（1） 対象者

①令和6年度新たに住民税均等割非課税となる世帯への給付

②令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付

③子育て世帯への加算

※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童

※例外的に、申請により対象となる児童

・ 基準日以降に生まれた新生児

・ 別世帯だが扶養している児童

※例外的に、確認書による確認により対象としない児童

・ 住民票を移していない施設入所児童

（2）

③児童1人当たり5万円

（3）

（4）

（5）

３ 事業費

千円

給付金 千円

事務費 千円

〈特定財源〉

国庫支出金 千円 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

住民税均等割のみが新たに課税となった世帯（ただし、住民税均等割が課税されている者の扶養

親族等のみからなる世帯を除く）の世帯主

①②の対象者と同一世帯となっている18歳以下の児童

令和6年6月3日の基準日において、住民基本台帳に記録されている世帯全員の令和6年度の

令和6年10月31日（木）

住民税均等割が新たに非課税となった世帯（ただし、住民税均等割が課税されている者の扶養

支給方法

支給額

①②1世帯当たり10万円

ふくし部ふくし支援課

物価高騰対応重点支援給付金支給事業（新規分）

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により、生活への負担感が大きい低所得世帯である令

和６年度新たに住民税均等割非課税等となる世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給し、加算として、

当該世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たりに5万円を支給する。

親族等のみからなる世帯を除く）の世帯主

令和6年6月3日の基準日において、住民基本台帳に記録されている世帯全員の令和6年度の

271,500

11,618

283,118

支給期間

令和6年7月から令和6年11月中旬まで

支給要件確認書による支給

支給要件確認書の提出期限

283,118

【参考】令和6年度一般会計補正予算（第1号）説明資料
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１ 事業目的

する。

２ 事業内容

（1） 対象者

・ ： 所得税分 ＝ 3万円×減税対象人数

： 個人住民税所得割分 ＝ 1万円×減税対象人数

・ 減税対象人数 ：

（2）

①＋②の合算額（合算額を万円単位に切り上げる）

①所得税分定額減税可能額－令和6年分推計所得税額（令和5年分所得税額）

②個人住民税所得割分定額減税可能額－令和6年度分個人住民税所得割額

　なお、令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が確定した後、給付額に不

足があることが判明した場合には追加で給付する。

（3）

（4）

（5）

３ 事業費

千円

給付金 千円

事務費 千円

〈特定財源〉

国庫支出金 千円 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

ふくし部ふくし支援課

物価高騰対応重点支援給付金支給事業（調整給付分）

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により、生活への負担感が大きい中、定額減税の恩恵

を十分に受けられないと見込まれる所得水準の方に対し、負担軽減を図るため重点支援給付金を支給

定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6

納税者本人＋同一生計配偶者
＋扶養親族（16歳未満扶養親族を含む）の数

年分推計所得税額」（令和5年分所得税額）又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る

定額減税可能額

（①＜0の場合は0）

（②＜0の場合は0）

790,234

764,160

令和6年7月から令和6年11月中旬まで

26,074

790,234

者

支給要件確認書の提出期限

令和6年10月31日（木）

支給期間

支給額

支給方法

支給要件確認書による支給

- 25 -


	空白ページ
	空白ページ



